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福岡市こども未来局 

市政記者各位 

悩みや困難を抱える子どもと家庭を支えます。 
～ヤングケアラー専用相談窓口＆相談専用ダイヤル設置～

福岡市では、ヤングケアラー（※）を支援するため、相談窓口を開設します。 
当事者の子どもやその家族、支援機関などから相談を受け付けます。窓口では、ヤン

グケアラー･コーディネーターが解決に向けた手段を一緒に考えます。
相談専用ダイヤルも同時に開設します。まずはご相談ください。 

 

１ 開設日 令和３年 11月 15日（月） 

２ 相談の対象者 
ヤングケアラー本人やそれを支援する人・機関など

３ 相談方法 
電話および窓口による相談（窓口相談には事前予約が必要です） 
電話番号 ０９２－９８２－００７３（相談専用ダイヤル） 
場 所   中央区赤坂 1丁目３―１４ ブランシェ赤坂２Ｆ 

（NPO法人 SOS子どもの村 JAPAN内） 

４ 受付時間 
①月～金：１０時から１８時まで
②土：１０時から１７時まで ※水曜日及び日曜・祝日は休み

５ 運営 
NPO法人 SOS子どもの村 JAPAN 

【お問い合わせ】 
こども未来局こども家庭課 担当：定直（じょうじき）、中村 
電話：092-711-4238（内線 1757） FAX：092-733-5534 

※ヤングケアラーとは
本来、大人が担うような家族の介護や世話などを日常的に行っている 18歳未満の子どものことです。

  例 年下のきょうだいの世話、障がい･病気・精神疾患がある家族への介護、など 
→年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで、子ども自らの育ちや教育に影響が
及ぶことが懸念されています

◆ヤングケアラー相談窓口の取材について

日時：11月１5日（月） 15時～   場所：SOS子どもの村 JAPAN 



 
 ヤングケアラー相談支援の流れ（令和３年度） 
 
 

 

介護・障がい事業所 

訪問看護・医療機関 

地域の民生委員 など 

支援機関など 

ヤングケアラー専用ダイヤル 

（SOS 子どもの村 JAPAN） 

子ども（ヤングケアラー本人・きょうだい）、保護者、親族 など 

 
新設 

小学校、中学校、高校 

（教員、ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ、 

  ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 等） 

学校など 
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ヤングケアラー・コーディネーター 

面談・家庭訪問などで状況把握 

早
期
把
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個別支援の継続 

子どもや家族に対する相談助言 

福祉サービス利用等へつなぐ支援 
（必要な場合、同意に基づき情報共有） 

支援機関や学校などへの助言 

子どもや家族への心理的サポート 

アセスメントに基づく家族関係調整 

ネグレクトが懸念される場合の連携 

最適な支援の 

選択・活用へ 

子どもらしく暮らし、育ち、学べる環境づくり 

☆適切な機関による継続的な支援・見守り

☆状況変化に応じた支援内容の調整 

児童相談所 

区役所 

障がい事業所 

介護事業所 

医療機関 

教育機関 

訪問看護 

社会福祉協議会 

（参考） 


